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議
案
第
十
七
号

三
朝
町
財
産
評
価
審
議
会
設
僅
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

次
の
と
か
少
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'
地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
席
第

六
十
七
号
)
　
第
九
十
六
条
第
一
項
9
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
為
.
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昭
和
四
十
四
年
三
月
十
一
日
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朝

町

長

　

　

坂
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三

朝

町

条

例

第

　

　

号

　

パ

三
朝
町
赦
産
評
価
審
簡
会
設
皆
条
例

(
設
､
鴬
)

警
乗
　
町
有
財
産
の
購
入
､
売
払
い
､
-
等
に
関
し
､
-
芸
価
真
言
こ
と
に
資

す
る
た
め
､
三
朝
町
財
産
常
備
審
諌
会
を
薗
く
｡
r

(
所
嘗
革
琴
)

警
乗
二
二
胡
町
財
務
雷
審
-
(
以
↑
｢
蕃
藩
金
｣
と
-
0
)
i
f
,
町
長
の
諮
問
芸

じ
､
次
署
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
､
そ
の
価
格
を
調
査
審
議
す
告

)
　
蒜
見
積
価
格
三
百
万
円
以
上
の
土
地
及
び
種
物
の
購
入

㌦二四五

蒜
見
積
価
格
二
宮
万
円
以
上
の
土
地
及
び
建
物
の
売
払
い
又
は
交
換

蒜
二
千
平
方
メ
1
-
ル
以
上
の
土
地
及
び
蒜
讐
両
横
千
平
方
メ
-
-
ル
以
上
の

建
物
の
購
入

･
急

蒜
千
平
方
メ
-
-
ル
以
上
の
土
地
及
び
左
讐
-
芸
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

建
物
の
売
払
S
叉
は
変
換

前
管
下
に
梅
げ
る
も
の
の
ほ
か
､
特
に
町
長
が
必
要
と
認
め
る
事
顎

讐
e
E
n
警
も
っ
て
行
-
表
文
竺
団
の
土
地
及
び
建
物
の
雲
､
雷
s
p
(
は
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交
換
の
場
合
に
-
-
項
の
規
定
の
適
用
-
1
て
竺
=
件
｣
と
-
の
紘
｢
壷

又
は
l
団
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
.

l

(
組
　
織
)

第
三
条
　
審
教
会
誓
表
見
七
人
以
内
で
縫
紋
す
る
O

c

q

　

雪

見

は

､

学

敢

経

験

者

の

j

ち

か

ら

町

長

が

委

嘱

す

る

0

　

　

才

(

任

期

)

第
醐
㌍
絹
律
任
期
誓
｡
年
与
る
.
ノ
た
だ
し
補
欠
の
雪
見
の
任
-
前
芸
の
残
任

(

会

長

)

警
条
　
審
議
会
-
長
を
-
､
-
の
互
選
-
つ
て
こ
れ
是
め
る
0

c
Q
会
長
は
､
会
務
を
総
捜
す
る
｡

3
会
長
芸
故
が
-
と
き
又
-
長
芸
け
た
と
き
は
,
-
か
じ
′
め
そ
の
指
名
す
る
要

員
が
､
そ
の
蒋
務
を
代
理
す
る
0

(
会
議
)

第
歪
　
春
雲
の
-
誓
会
長
が
招
集
し
,
会
長
が
票
と
…
0

2
　
審
議
会
聖
霊
の
過
半
数
が
出
席
し
-
れ
ば
会
-
開
三
と
が
で
き
な
い
o

rjb

I).

y

叫
琴
爪
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3
　
会
議
の
額
轟
ば
､
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
､
可
各
同
数
の
と
き
は
､
誇
長
の
決
す
る

と

こ

ろ

に

よ

る

｡

生
.
去
長
は
､
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
鹿
め
る
と
き
竺
会
長
の
指
名
し
た
委
員
で
琴
議
会
の

会
商
を
開
し
こ
と
が
で
き
る
｡

第
七
条
　
審
議
会
結
､
必
要
が
6
.
る
と
琵
め
る
と
き
は
､
誓
貝
以
外
の
者
の
出
席
を
革
め
う
そ

の

意

見

を

簡

-

こ

と

が

で

き

る

0

　

　

　

噸

竃

･

2
　
番
車
台
の
必
賓
に
応
じ
て
出
席
し
､
意
見
を
求
め
ら
れ
た
者
に
は
､
公
聴
会
参
加
者
等
の

･
実
費
弁
慣
条
例
(
昭
和
1
‡
九
年
三
朝
町
条
例
警
手
八
号
)
第
二
%
.
t
の
規
定
に
ょ
る
爽
蛍
-

を
弁
依
す
る
も
の
と
す
る
.

革
八
衆
　
会
長
は
､
舎
熊
を
覇
集
す
る
い
と
ま
が
を
い
と
､
尊
は
､
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
､
委
員
の
過
半
数
に
文
事
を
も
.
?
て
合
議
し
､
議
決
に
代
え
る
こ
と
が
で
尊
る
｡

(

雄

則

)

′

第
意
　
と
の
粂
例
に
定
め
る
も
ノ
の
竃
か
､
審
議
会
の
運
営
に
閑
し
必
慧
芸
は
､
悪

食
が
定
め
る
｡
.
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･

こ
の
典
例
は
､
昭
和
四
十
四
年
四
月
言
7
-
か
ら
撃
和
す
る
.
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